
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　本件控訴を棄却する。
　　　　　控訴費用は控訴人の負担とする。
　　　　　　　　　事　　　　実
　〔申立〕
　〈控訴人〉
　「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被
控訴人の負担とする。」との判決を求める。
　〈被控訴人〉
　主文第一項と同旨の判決を求める。
　〔主張〕
　次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりである。
　１　原判決三枚目表一行目の「同僚」を「友人」と改め、一〇行目の「者であ
る」を削り、同裏五行目の「三ケ月」を「三か月」と改める。
　２　同四枚目表九行目の「ノン・フィクション作品」の次に「（以下『ａ』又は
「本件著作」という。）」を、同五枚目裏九行目の「以上のような」の前に「被控
訴人が」を、同行の「巻き込まれたのも」の次に「、」を、同六枚目裏六行目の
「テレビドラマ」の次に「を」それぞれ加え、同四枚目裏三行目の「公然と」を削
り、同五枚目表二行目から三行目にかけての「放映されることにでもなって」を
「放映されたりすることにより」と、一〇行目から末行にかけての「出版に当って
原告の実名が使用されないようにするため」を「右著作の出版における被控訴人の
実名の使用を防止するため」と、同裏六行目の「当って」を「あたって」と、同六
枚目表五行目の「相当とすべきである」を「相当とする」と、七行目の「以降の」
を「よりのちの」と、同裏末行の「当って」を「あたって」とそれぞれ改める。
　３　同七枚目裏一〇行目から末行にかけての「図らんと企図した」を「図った」
と、同八枚目表末行の「申し出」を「申出」と、同裏六行目及び同九枚目表三行目
の各「裁判」を「本件裁判」と、末行の「（一）」を「（二）」と、同裏二行目の
「昭和五三年八月」を「同月」と、同一〇枚目表四行目の「（二）」を「（一）」
と、「当って」を「あたって」とそれぞれ改め、同行から同裏五行目までを同九枚
目表一〇行目の次に移し、同八枚目裏八行目の「あり、」の次に「被控訴人はこれ
によって『著名人』あるいは『公的人物』となったのであるから、本件事件あるい
は本件裁判の報道又は論評において実名を使用されることを受忍しなければならな
い。」を、末行の「はプライバシーとして」の前に「の秘匿に関する利益」を、同
一〇枚目裏末行の「あるときは」の次に「、」をそれぞれ加える。
　４　同一〇枚目裏五行目の次に、行を改めて次のとおり加え、六行目の「２」を
「３公共の利益の法理による免責」と、末行の「目的であるときは」を「にあると
きは、」とそれぞれ改め、六行目の「仮に」以下を改行する。
　「２　プライバシー侵害の不存在
　『ａ』は、後述のとおり、被控訴人が本件裁判の公訴事実のｂを死に至らしめた
との部分及びｃに対する傷害部分についてのみならず、ｂに対する傷害部分につい
ても、正当防衛により無実であることを明らかにし、被控訴人の名誉を回復するこ
とを目的とした著作であって、なんら被控訴人にとって不利益な事実を暴露したも
のではなく、かつ、右目的を達成するためには被控訴人の実名を使用することが不
可欠だったのであるから、右著作に実名を使用することは、なんら被控訴人のプラ
イバシーを侵害するものではない。」
　５　同一一枚目表七行目の「第二」を「第二に」と、同裏三行目の「裁判」を
「本件裁判」と、「自体は」を「自体が」と、末行から同一二枚目表一行目にかけ
ての「立場は採用されていない」を「ことはできない」と、同行の「また、」から
二行目の「次に述べるように」までを「次に述べるように、『ａ』を執筆する上で
被控訴人の実名を使用することが」と、三行目の「裁判」を「本件裁判」とそれぞ
れ改め、六行目から七行目にかけての「著作し、事実を記録しようとしたものであ
り、そのためには」を「著作することにより、本件裁判を批判し、被控訴人の無実
を明らかにしょうとしたものである。もっとも、右著作中で、被控訴人が米兵と渡
り合い、下駄で殴ったのは証拠上動かし難い事実である旨記述されているが、右喧
嘩は米兵が挑発したものであり、しかも米兵は空手の心得があり、被控訴人よりは
るかに大柄だったから、下駄による応戦も正当防衛の範囲内であったことをも詳細
に記述して明らかにしている。また、致死の点については、なるほど本件裁判の判
決を報ずる当時の沖縄の新聞記事中には致死の点については有罪とされなかったこ



とが報道されてはいるが、右部分の報道の文言は簡単であるうえ、同じ記事の見出
しには「米兵殺害事件」、「米兵殺し」などの字句が使われ、同じ記事の中で事件
の内容を説明するにあたっては被控訴人らの暴行により米兵が死亡したと述べてい
るものさえあるのであり、このことと事件直後の新聞報道において被控訴人らが米
兵を殴って死亡させたことを自供した旨が連日報道されたこととからすると、一般
の新聞読者は被控訴人らが致死の点についても有罪とされたとの印象を抱いたこと
は明らかである。したがって、右致死の点についても被控訴人の無実を明らかにす
る必要があった。そして、以上のような目的を達するためには」と改め、末行の
「かえって」を削る。
　６　同一二枚目裏三行目から八行目までを削り、九行目の「４」を「４公正な論
評」と改め、「被告が」以下を改行し、同一三枚目表一行目の次に、行を改めて次
のとおり加える。
　「５　違法性の認識ないしその可能性の欠如
　一般人にとって、行為の違法を認識しえない事情が存する場合には、行為者は不
法行為責任を免れるところ、控訴人が『ａ』を著作するにあたって実名使用が許さ
れると考えたことには、次のような諸事実からいって相当な理由があるというべき
であるから、控訴人の行為は違法性又は有責性を欠くものである。
　（一）　『ａ』は、既に述べたとおり、被控訴人らの無実を明らかにしようとす
るものである。
　（二）　本件事件の被告人四名のうち、一名は既に死亡しており、二名について
は、面会のうえ実名使用について快諾を得た。
　（三）　被控訴人についても、控訴人は実名使用の承諾を得るため手を尽くした
が、所在が判明しなかった。
　（四）　相被告人二名が、被控訴人についても実名使用に問題はないはずだと言
明した。
　（五）　控訴人は、『ａ』のゲラを法律家二名、出版関係者を含む人々に読んで
貰っているが、実名使用に問題があると考えた人はいなかった。
　（六）　本件事件の被告人らは、無実でありながら、アメリカの支配のもとでア
メリカ人裁判官の特別説示及び量刑により懲役三年の実刑という不当な刑を受けた
ものであり、控訴人は、同胞として止むに止まれぬ気持で『ａ』を執筆したもので
ある。」
　７　同一三枚目裏一行目の「２ないし４」を「２ないし６」と改め、同行の末尾
に「本件著作の内容は被控訴人の無実を訴えるものではなく、その主眼は、陪審制
度の長所と控訴人の陪審員としての活躍ぶりとを描写することにある。」を加え
る。
　〔証拠関係〕（省略）
　　　　　　　　　理　　　　由
　一　本件事件の発生、本件裁判及び本件著作
　請求原因１の事実（被控訴人が、昭和三九年八月一六日アメリカ合衆国の統治下
にあった沖縄県宜野湾市で起こった本件事件（米兵二名に対する殺傷事件）のた
め、傷害致死及び傷害の罪名により起訴され、同年一一月六日琉球列島民政府高等
裁判所から懲役三年の実刑判決の言渡しを受けたこと、控訴人が右裁判に陪審員と
して関与した者で、著述業を営んでいること）、控訴人が、本件事件における陪審
員としての体験に基づき、本件事件及び本件裁判（特に陪審評議の経過）について
ノン・フィクション作品である「ａ」を著作し、昭和五二年八月二〇日、これを新
潮社から刊行したこと、右著作の中で控訴人が被控訴人の実名を使用し、被控訴人
の前科を公表したことは、当事者間に争いがない。
　二　本件著作の内容
　成立に争いのない甲第六号証及び弁論の全趣旨によれば、「ａ」の記述の内容は
おおよそ次のようなものであることが認められる（ただし、本件事件ないし本件裁
判の背景であるアメリカ統治下の沖縄の政治・社会状況を描写する手段として挿入
されたと思われる記述、本件における争点と直接関係のない周辺的事実についての
記述、控訴人の法律論を展開した部分など、その具体的内容のいかんが以下の判断
に関係しない記述は一切省略する。）。
　１　まず、「はじめに」と題して、「本書に現れる人物には架空のキャラクター
はいない。不明の米兵ひとりと陪審員を除けば、他の固有名詞を含めてみな実名で
ある。」と記載されている。全体は、「第一部　被害者と加害者たち」、「第二部
　裁判」、「第三部　陪審評議」、「第四部　判決」から成り、控訴人は伊礼仁と



いう仮名で陪審員の一人として登場する。
　２　「第一部　被害者と加害者たち」では、まず本件事件の発生と被控訴人が
ｄ、ｅ、ｆと共に本件事件の被疑者として逮捕されたこと、被害者の米兵二名と被
疑者である被控訴人ら四名の事件発生直前の行動について記述している。
　３　「第二部　裁判」は、昭和三九年九月二四日から同年一〇月六日までにわた
った本件裁判の審理の模様を述べるもので、控訴人が陪審員に選任された経緯、裁
判官の陪審員に対する説示、裁判手続が開始された前後の状況等に続いて、証人ｇ
（憲兵隊の陸軍伍長）の証言（事件発生直後―八月一六日午前四時前―に現場に駆
け付けた時の状況に関するもの）、同ｈ（陸軍軍曹）の証言（被害者ｂが病院に運
ばれた時の状況に関するもの）、同ｉ（海兵隊曹長）の証言（ｂの死体の確認等に
関するもの）、同ｊ（軍医・陸軍大尉）の証言（被害者の米兵二人の傷害の状況に
関するもの）、同ｃ伍長の証言（被害者の一人で、飲酒のため事件発生当時の状況
については何も記憶していないと述べるもの）、同ｋの証言（事件発生直前に被告
人らが証人の経営する宜野湾市ｌ通りのバー「クイーン」に来ており、午前三時こ
ろ店から帰ろうとしたｅ及び被控訴人と被害者らとの喧嘩が始まり、ｄ、ｆも現場
に向かったこと等）、同ｍの証言（ｅと被控訴人が米兵に絡まれているのを目撃し
てｄ、ｆを呼びに行ったこと等）、同ｎの証言（被控訴人がｌ通りで下駄を手にし
て米兵と喧嘩しているのを目撃したこと、現場にはもう一人の沖縄人ともう一人の
米兵がおり、更に二人の沖縄人がやって来たこと、沖縄人らの中で、ｄは「やみれ
ー」と叫んでいたが、喧嘩の最中沖縄人らは「やなアメリカーや、ちらちけー」と
か「くるせー、くるせー」とか騒いでいたこと、米兵二人はやがて逃げ出し、ｌ通
りから左折したが、その先でまた「カム・ヒヤ、カム・ヒヤ」などと言って被控訴
人らを挑発し、沖縄人らがゆっくりその跡を追って行ったこと、アメリカ人の一人
がこん棒を持っていたこと、警察に通報したこと）、同ｏの証言（事件直後にｄと
被控訴人が証人の自宅に来たこと、二人が米兵と喧嘩したと言っていたこと、外人
の一人が死んだとの噂に対し、被控訴人らは「死ぬわけがない」と言っていたこ
と、被控訴人に頼まれて喧嘩の現場に遺留したシャツを取りに行って来たこと）、
同ｐ（普天間派出所巡査）の証言（ｎからの通報により午前三時三五分ころ現場へ
行ったところ、白いコートの男が逃げて行ったこと、その男を追跡する途中、ｂが
倒れて冷たくなりかかっているのを発見したこと、現場付近でｆを発見して逮捕し
たこと、同人の着衣には血痕が付着しており、同人は二人の白人を追って来たと言
っていたこと）、同ｑ（普天間派出所巡査）の証言（午前三時四〇分ころ、顔など
に血痕がついたｅを現行犯逮捕したこと、同人はその時氏名不詳の二人の沖縄人青
年が逃げて行ったと訴えていたこと）、同ｒ（普天間警察署巡査部長）の証言（被
控訴人を逮捕し、その際ズボンを押収したこと、被控訴人の供述に基づき被控訴人
の履いていた下駄を発見したところ、下駄の裏側に数か所の血痕及び赤い毛髪が付
着していたこと、被控訴人の供述調書が任意の供述に基づくものであること）、同
ｓ（同署巡査部長）の証言（ｆの供述調書が任意の供述に基づくものであること、
同人は米兵との喧嘩でこん棒を使用したと供述していたこと、同証人を含め、琉球
警察側にはｃ伍長の供述書を読む機会がなかったこと）、同ｔ（同署巡査部長）の
証言（ｄは被控訴人と米兵との喧嘩を仲裁しようとして間に入ったところ、米兵の
一人に蹴られ、そこで防御のために古い角材を拾って相手の腕を打った、消防署の
裏手付近で外人を追い掛け、更に殴りつけるつもりで鉄棒を拾ったが、殴らないう
ちにサイレンの音が聞こえたので付近に投げ捨てた、被控訴人とｆとが倒れていた
ｂを交互に殴り、ｅも鉄棒で二度程殴ったのを目撃したと供述していたこと（ただ
し、右証言中、ｄ以外の被告人らの行動に関する部分は、裁判長の指示により証拠
から排除された。）、押収した鉄棒には血痕のようなものは付着していなかったこ
と）、同ｕ軍医少佐の証言（ｂの遺体の解剖に当たったが、死因は脳髄裂傷に伴う
くも膜下出血、頭蓋骨骨折であること、傷害を生じさせた凶器は不明であり、こん
棒も鉄棒も凶器となりうるが、鉄棒の方の可能性は薄いこと、下駄によって致命傷
が生ずる可能性は少ないこと）、同ｖ（警察本部科学捜査研究所長）の証言（各証
拠物について付着している血液の有無等を検査したが、被控訴人については、シャ
ツにＯ型（被告人ら及び被害者らのうち、〇型はｆとｃ）の人血が付着しており、
ズボンには人血の付着は認められたが、血液型は不明であり、下駄にはＢ型（被告
人ら及び被害者らのうち、Ｂ型はｂのみ）の人血の付着が認められ、下駄に付いて
いた毛髪とｂの毛髪とは著しく類似していたこと、鑑識を依頼された物の中には証
拠物として提出されていないコンクリートの塊と板切れの束とがあり、これらには
ルミノール反応が認められたこと）、同ｗ（警察医）の証言（被告人らのうち被控



訴人、ｅ、ｆの三人が受傷しており、右はいずれも鈍体の作用によるものと推測さ
れたこと）など、法廷に提出された主立った証拠の内容がかなり詳細に紹介されて
いる。
　そのほか、前記ｎの証言にある「ちらちけー」は「顔を突け」の意味であるが、
「くるせー」という言葉は、沖縄の方言で「懲らせ」、「ぶん殴れ」という意味で
あるのに、同証人は通訳に「日本語で言ってくれませんか」と求められて「ころせ
ー」と言い換え、通訳はこれを「キル・ゼム」（ｋｉｌｌ　ｔｈｅｍ）と訳したこ
と、被控訴人ら被告人四名が証人として尋問されたのち、その供述調書（いずれも
自白を内容とするもののようであるが、その具体的内容はごく断片的にしか紹介さ
れていない。）がすべて採用されたこと、弁護側は、前記のｖの証言にあったコン
クリート塊（かつて付着していた血痕を削り取ってあるもの）及び板切れの束を証
拠物として提出して、検察側が何故これを隠していたかについて疑問を提起したこ
と、控訴人が警察の被疑者に対する取調方法や供述調書作成方法の公正さに対して
疑念を抱いていたこと、琉球警察の捜査及びオットー検事の公訴の追行に米軍など
から種々の圧力が加わったであろうと推測されること、検察側のセイリエント・ポ
イント（わが国の論告に当たるもの）の要点の一つとしてクルー・アクション論
（共謀共同正犯論）が主張されたこと、弁護側の反論は、共謀の不成立と自白の任
意性との点についてされたが、迫力に欠けていたことが記述されている。
　４　「第三部　陪審評議」は、一〇月六日から同月八日の深夜に及んだ陪審員の
評議の進行状況を詳細に記述しているが、そのおおよその状況は次のとおりであ
る。
　（１）　途中陪審員の一人が病気になったため、実質的には一〇月七日から本格
化した評議では、冒頭から全被告人が公訴事実一（ｂに対する傷害致死）、同二
（ｃに対する傷害）のいずれについても有罪とする意見が支配的であったが、陪審
長が採用された証拠を一つ一つ取り上げて再評価するよう提案し、これに基づいて
陪審員らは順次証拠の評価を行いながら事実の認定をしていった（ただし、控訴人
はこの段階では自己の意見を言うのを控えていた。）。このようにして評議により
認定された被告人らの行動は、おおよそ次のようなものである。
　「１」　四人の被告人は、バーで飲酒し、やがてｅと被控訴人とが前後して店を
出たが、先になったｅは、ｌ通りでｂとｃとに出会い、ｂが恐らくふざけ半分に空
手の構えをしたのを見て、後から来る被控訴人の所へ戻って助けを求めた。空手に
も柔道にも心得のあった被控訴人は、米兵たちをやっつけてやろうと考え、米兵た
ちに立ち向かって行き、脱いだ下駄で相手の肩や腕を打ち、道に落ちていたざるを
米兵に投げ付け、更に二人と取っ組み合いをした。一方、バーに残っていたｄとｆ
も喧嘩のことを知り、ｄは現場におもむき、同人の供述によれば喧嘩を止めようと
したが、路上にあったステッキを取って被控訴人とｂとの中に入り、ｂの右腕を殴
りつけたところを米兵の一人に蹴られたので、少なくともこの時からは仲裁する考
えを捨てた。一足遅れて来たｆは、ｄとｅとの姿が見えず、被控訴人と米兵らとが
ｌ通りを左に曲がるのが見えたので、被控訴人一人ではやられると思ってその後を
追い、長堂材木店裏で被控訴人に加勢して米兵らと殴り合った。
　「２」　その後、米兵らは消防署裏まで逃げ延びたが、被告人らもこれを追跡
し、まず被控訴人がｂを発見して暴行を加え、次いでｆがこん棒で、ｅが鉄棒及び
ベルトでｂを殴った。その後ｄもそこへ姿を現した。これより先、ｄとｅとはｌ通
りから右折したが、それは米兵らを挟み打ちにするためであった。
　「３」　以上の事実は、ｂの血液型と同じＢ型の血液がｆのシャツ、ズボン、被
控訴人の下駄から検出されたこと、同人の毛髪のサンプルが右下駄に付着していた
毛髪とマッチすること、ｃの血液型と同じＯ型の血液が被控訴人及びｅのシャツに
も付着していたこと等によっても裏付けられる。
　（２）　以上のような評議の結果に基づいて陪審長が評決を取ろうとしたとこ
ろ、控訴人がこれに対して異議を述べ、被告人らの無罪を主張した。控訴人の主張
の要点は、ｅの供述調書では本件事件の発生には被控訴人が主導的な役割を果たし
たように述べられているが、これは捜査官が勝手に創作したものであり、むしろ被
控訴人らを挑発したのは米兵の側であること、最初に米兵らと出会った後、被控訴
人とｆとは米兵らの後からｌ通りを左折したが、その態様は“追跡”といえるよう
な緊迫したものではなく、むしろ米兵らが長堂材木店裏で被控訴人らを待伏せした
のであり、また、怪我をしたｅとｄとはｌ通りから米兵らが行ったのとは逆の方向
に曲がって行ったのであるから、検察側が主張するように四人の間に意思の連絡
（共謀）があったとは認められないこと、被告人らの供述調書の内容は、強引な取



調の結果で、必ずしも信頼できないこと、ｂに致命傷を与えたであろう凶器に関
し、ｕ少佐は、被控訴人の下駄についてもｅの鉄棒についても否定的であること、
ｆのこん棒については凶器である可能性があるとされたが、それにしては少量の血
液しか付着していなかったこと、血液の付着したコンクリート・ブロックを検察側
が隠していたことに疑問が残ることなどであった。
　このような控訴人一人の反対のため、評議は紛糾し、ハング・ジューリー（陪審
員全員の意見の一致が得られないことによる答申不能。この場合には新しい構成員
による陪審の下での審理のやり直しが必要になる。）が宣告されるおそれが生じ、
陪審長は裁判官に対し、「陪審員の意見は絶望的に不一致であります。」との報告
をした。そこで、裁判官は、陪審員に対し、一層の熟慮と再考とを求める旨の説示
をして再度の評議を命じ、深夜まで評議が行われたが、評決には至らなかった。
　（３）　翌八日も評議が続行されたが、被告人らを共謀共同正犯と認めるかどう
かをめぐって再び控訴人と他の陪審員の意見が対立し、陪審長は、公訴事実一（ｂ
に対する傷害致死罪）については意見が平行線のままなので、公訴事実二（ｃに対
する傷害罪）についてまず評決を採ることにした。そこで控訴人は、ｃに関しては
証拠が不十分であり、また、ｃが負った程度の軽い傷は被告人らも負っているのだ
から、喧嘩両成敗とすべきであり、被告人らの責任だけ追及するのは片手落ちだと
強く主張し、これが受け入れられて、公訴事実二については無罪の評決・答申がさ
れた。その際、裁判官から、公訴事実一については、それに包含されているより軽
い罪（レサー・インクルーデッド・オフェンス）である傷害罪についても検討する
ように注意が喚起された。
　（４）　この後も、評議は公訴事実一に関する共謀の成否をめぐって紛糾してい
たが、陪審長は、傷害致死（刑法二〇五条）については意見が一致しそうもないの
で、まず、レサー・インクルーデッド・オフェンスである傷害罪（同法二〇四条）
について評決を採ろうとした。控訴人はこれに反対したが、他の一〇名の陪審員た
ちは、これに賛成し、被控訴人、ｅ、ｆの三人がｂを殴打して傷害を負わせたこと
は明らかであり、ｄも、手こそ出していないが共謀の事実が認められる以上有罪で
あると主張した。控訴人は、ここで有罪を認めてしまうと、傷害致死罪についても
同様の結論になってしまうおそれがあると考えて抵抗したが、結局同意した。しか
し、控訴人は、その際ある考えがあって、「二〇五条の評決がまとまらぬとき、二
〇四条につきｄを有罪とする自分の決定を撤回する権利を留保しておきたいので
す。」と述べた。
　（５）　次いで行われた傷害致死罪についての最終評議において、控訴人は、ｄ
を傷害致死について有罪とすることに難色を示す者をできるだけ味方につけること
によって、被告人全員を傷害致死について無罪にするように運ぶという作戦を採
り、これが功を奏して、控訴人の熱弁によってｄに同情する者は次第に増えて行
き、陪審長から、ｄは虹罪、他の被告人らは有罪とする評決をしたいとの提案がさ
れるまでに至った。
　そこで控訴人は、「ｄひとりだけが無罪だというのは…全く矛盾した話です。先
ほど二〇四条の討論の際、私はｄが無罪だとずっと主張してきました。しかしみな
さんは事件がどうしても共謀共同正犯であるとして、たとえｄが犯行に手を下して
いなくても、彼は有罪なのだと我を通されました。私は長い間考えたすえ、ついに
みなさんに譲歩したのです…」「今度はみなさんが私に譲歩してくださってよいの
ではありませんか。他の三被告人が有罪だから、ｄも有罪だとするさっきの論法を
使えば、ｄが無罪なら他の三人も無罪だという屁理屈が成り立ちはしませんか…」
「（傷害致死罪についての全員無罪の提案を）どうしても受け容れていただけない
場合には、まことに遺憾ながら私は先ほどのｄにかかる二〇四条の決定―彼を有罪
とする評決―を直ちに撤回させていただきます。」などと述べた。その場の状況は
控訴人に有利であった。すなわち、（以下原文による。）「恐らくこれが朝のフレ
ッシュな評議であったなら、論議はもっと尽くされただろうし、紛糾を重ねたに違
いない。しかし今は陪審員は連日連夜の論争に疲れていた。口を開くのも大儀であ
り、一方、時間の切迫に評決をこのあたりでまとめるのが妥当と考えたのも無理は
なかった。そして、とうとう伊礼（控訴人）の執拗なねばりに根負けしてしまった
のである。」このようにして、公訴事実一のうち、傷害致死罪については無罪、傷
害罪については有罪の評決及び答申がされた。
　５　「第四部　判決」においては、判決の言渡しを中心とした記述がされてい
る。判決の内容は、被控訴人、ｅ、ｆがそれぞれ懲役三年の実刑、ｄが懲役二年、
二年間の執行猶予であった。控訴人は、これについて、予想外に重い、みせしめの



刑であるという感じをもった。控訴人の判決に対する感想は、伊礼の「民政府の裁
判官に（政治的）圧力をかける必要はありませんよ。…もともと彼らは、理非曲直
を正し、正邪を判決する法の番人ではなく、民政官と同じように、高等弁務官の意
に従う、いわばポリシー・メーカーに過ぎないのですから」という言葉に要約され
ている。
　６　「あとがき」において控訴人は、「事件後一三年も経て、被告人たちの古傷
にふれるようなことはしたくなかったし、本名を出すことにも少なからぬ躊躇を覚
えたのだが、ｄ、ｆの両氏とも相談の上、許可を得た。陪審評決が無罪であったに
もかかわらず、三年という実刑から、一般は被告人たちが傷害致死に有罪―彼らが
真犯人であったかのように錯覚を起してしまったのである。…誤ったその印象を本
書が少しでも払拭することに役立てば、幸いである。」と述べている。
　三　被控訴人のプライバシーの存在
　１　被控訴人が東急に就職していることは当事者間に争いがなく、右事実と原審
における被控訴人本人尋問の結果とによれば、被控訴人は、前記のとおり懲役三年
の実刑に処せられてそのまま服役したが、昭和四一年一〇月ころには出所（仮出
獄）したこと、その後二か月ほどは事件前に勤務していたタクシー会社で働いた
が、やがて本土に渡り、昭和四三年一〇月から東急にバス運転手として勤務するよ
うになったこと、被控訴人は、右就職に際しても、その後の婚姻に際しても、本件
事件及び本件裁判のことは秘匿しており、被控訴人の周囲にこのことを知っている
者はいなかったことが認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。
　２　本件事件及び本件裁判に関する報道の状況については、原判決三二枚目表二
行目から同三六枚目裏一行目までの判示のとおりであるから、これを引用する（た
だし、原判決三二枚目表六行目の「二名」を「二人」と、七行目の「午前二時」を
「午前三時」と、八行目、同三三枚目裏一行目及び同三四枚目裏五行目の各「消防
署」を「消防隊」と、同三二枚目裏一行目の「捜索」を「捜査」と、七行目の「盛
徳」を「盛」と、同三三枚目裏一〇行目の「姿」を「行くえ」と、同三四枚目表九
行目の「ｅ」を「ｅ」と、末行の「けんかをした」を「けんかした」と、同裏一行
目の「乱闘に」を「乱闘と」と、二行目の「六〇」を「六十」と、四行目の「百二
〇」を「百二十」と、同三五枚目表八行目の「懲役二年執行猶予」を「懲役二年、
執行猶予」と、同三六枚目表三行目の「傷害」を「傷」とそれぞれ改め、同三二枚
目裏二行目の「ｅ」の次に「（原文のまま。以下においても同じ）」を、同三三枚
目表五行目の「対する」の次に「犯罪につき」を、七行目の「四人とも」の次に
「犯行」をそれぞれ加え、同三五枚目表一行目の「米兵…」及び同裏九行目の「い
ずれも懲役三年」の前後のかぎ括弧をそれぞれ削る。）。
　３　右１及び２の事実を前提として、被控訴人につき本件事件及び本件裁判の被
疑者ないし被告人であったこと及び前記のような刑に処せられたことを知られない
よう保護されるべき法的利益が存するかどうかを検討する。
　<要旨第一>　個人の尊重と人格の尊厳とを基調とするわが国の法秩序の下におい
ては、私法上も、個性の自由な発展を確</要旨第一>保し、人格の尊厳を保障するた
めに必要不可欠な人格的利益は広く保護の対象となり、これに対する不当な侵害は
不法行為を構成するものというべきである。個人に関する一定領域の事柄につい
て、社会的評価が及ばないものとし、他人の干渉を許さず、それによって人格の自
律性や私生活の平穏を保持するという利益（以下「プライバシー」という。）も、
このような人格的法益の一環として私法的保護の対象となるものと考えられるとこ
ろ、右のような領域に属する事柄についての情報を他人がみだりに公表すること
は、右利益の侵害に当たるものというべきである。
　具体的には、性癖、履歴等の個人の諸属性、私生活上の言動及び家庭その他の私
的な生活関係を構成する事実で、一般に知られておらず、かつ、一般人の感受性を
基準として公開を欲しないような事柄は、これを公開することに特に公共的な意義
が認められるような場合、又は当該個人の社会的地位や活動状況からいって、その
公開を受忍させるのが相当であると認められる場合を除き、社会的評価を及ぼすべ
きではない領域に属し、その公開を免れることのできる利益がプライバシーとして
保護されるべきである。
　ところで、本件著作において控訴人により公表された事実は、被控訴人が米兵に
対する傷害罪で懲役三年の実刑判決を受け、服役したというものであって、一般人
の感受性を基準として公開を欲しない履歴であるということができる。控訴人の主
張する本件著作の意図等を考慮に入れても、右事実の公表が一般人の感受性を基準
にして受忍すべき範囲内の事柄であるということはできない。



　もっとも、前記２で認定したところによれば、右事実は少なくとも沖縄に居住す
る人々には本件事件及び本件裁判当時公表されていた事実であり、また、一般的に
は、犯罪及び刑事裁判はこれを公開して社会的評価に委ねることに公共的な意義が
認められ、後者は制度上も公開が保障されている事柄である。しかし、このように
いったん公表された犯罪及び刑事裁判に関する事実も、その後常にプライバシーと
しての保護の対象外に置かれ、これを公然と指摘して論議の対象とすることが許さ
れるとは限らず、事柄の性質によっては、時間の経過等によって、その秘匿が法的
保護の対象となりうるものと解される。すなわち、本件におけるような犯罪ないし
前科の報道と時間の経過等との関係について検討するに、犯罪ないし刑事裁判に対
する社会的関心は、時の経過と犯罪者に対し処罰が行われることとによって次第に
希薄になるものと考えられるところ、一般的には、このように事実上社会の関心が
失われることが常にプライバシー保護の要件としての未公開性の復活や公開するこ
との公共的意義の喪失を意味するとは必ずしもいえないとしても、前科について
は、それが人格の尊厳の基本に関わる情報であり、他方、犯罪によって喚起された
社会的関心はこれに対する刑罰の確定と執行によって大幅に鎮静するのが通常であ
ることからいって、犯罪者が刑の執行を受けることにより罪責を償ったのちは、そ
の社会復帰、更生のために前科の秘匿について特に保護が与えられるべきであり、
犯罪に対する社会の関心がある程度希薄になってきていると見られるような状況の
もとでは、それは単に刑事政策上の要請であるにとどまらず、犯罪者自身にとって
その享受を権利として求めることのできる固有の法益としてプライバシーの一部を
構成するものと考えられる（最高裁判所昭和五六年四月一四日判決・民集三五巻三
号六二〇頁）。このような前科に関する情報の性質からすると、犯罪の具体的な性
質内容等にもよるが、一般に、犯行当時新聞等で報道された犯罪に係る前科であっ
ても、犯行後相当の年月が経過し、犯人に対する刑の執行も終わったときは、その
前科に関する情報は、原則として、未公開の情報と同様に、かつ、正当な社会的関
心の対象外のものとして取り扱われるべきであり、実名をもってその者が犯罪を犯
したことを改めて指摘、公表することは、特段の事由がない限りプライバシーの不
当な侵害として許されないものというべきである。そして、本件事件そのものは、
前記の諸要件に照らしてみると、一二年余の歳月の経過にもかかわらず具体的な犯
罪そのものに対する社会の正当な関心が失われておらず、これについて犯人の実名
を改めて公表することが許されると考えられるよな性質の事件ではない。
　また、控訴人は、被控訴人が本件裁判を通じて「著名人」又は「公的人物」にな
ったのであるから、自己のプライバシーを主張することはできない旨主張するとこ
ろ、人はそのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の
程度のいかんによっては、私生活上の行状についても、その社会的活動に対する批
判ないし評価の一資料として公然たる論評の対象とされることを受忍しなければな
らない場合があるが（最高裁判所昭和五六年四月一六日判決・刑集三五巻三号八四
頁参照）、本件事件の内容に照らせば、本件裁判の被告人となったことが直ちに右
のようにプライバシーの保護について特別の取扱いをされるべき特別な社会的地位
にあり、あるいは特別な活動をしていることを意味するとはいい難い。ましてや本
件事件から一二年余を経過した昭和五二年当時において、被控訴人が右のような特
別な取扱いを受けるべき人物であったとは到底考えられない。
　右に検討したところによれば、「ａ」が出版された昭和五二年ころにおいては、
被控訴人の、その前科を他人に知られないことについて有する人格的利益は、法的
な保護に値する状況にあったものというべきであり、したがって、控訴人が「ａ」
を著作、出版することによって被控訴人の前科を公表したことは、他にこれを正当
ならしめる事由がないかぎり、被控訴人の人格的利益を不当に侵害したものという
べきである。
　四　事後承諾の抗弁について
　控訴人は、昭和五三年八月八日ころあるいは同月二二日ころ、被控訴人が控訴人
に対し、本件著作における実名の使用につき事後承諾を与えた旨主張し、原審にお
ける控訴人本人尋問の結果には被控訴人が同月八日ころ電話で右のように述べた旨
の供述部分がある。しかし、成立に争いのない甲第二号証、原審証人ｘの証言（後
記の措信しない部分を除く。）、右控訴人の供述及び被控訴人の原審における供述
によれば、被控訴人は同月八日ことさら他の用事にかこつけてＮＨＫ職員のｙから
ＮＨＫに来るよう求められて出掛けたところ、いきなり控訴人と対面させられ、テ
レビ録画のための撮影が開始されて本件事件についての取材と判ったため、これに
強く抗議して撮影を中止させたこと、同日、被控訴人は本件著作の一部のコピーを



渡されてその存在及びその中で被控訴人の実名が使用されていることを知ったこと
（この点は当事者間に争いがない。）、その日のうちに被控訴人は控訴人に電話し
て実名の使用に抗議し、ＮＨＫが計画している本件著作に基づくテレビドラマの放
映に実名を使用させないよう要求したこと、同月二一日控訴人は本件著作を出版し
た新潮社のｚと共に被控訴人と会ったが、その際被控訴人は、自分の前科のことが
勤務先の東急に知られ解雇されるのではないかとひどく心配していたので、ｚは新
潮社の社長から東急に話してもいいと言ったこと、翌二二日にも被控訴人はＮＨＫ
のｙ、ｘと会って実名使用の問題について話し合ったこと、翌々二三日、被控訴人
は勤務先の上司らと共に控訴人を訪ねたが不在で会えなかったこと、同日右ｘが東
急本社の乗合課長に会った結果、東急に対する関係での問題は解消したが、被控訴
人はなお実名使用を納得しなかったこと、被控訴人は同年九月初めころ東京法務局
人権擁護部に救済を求め、更に同月一三日にはＮＨＫを相手取って実名使用禁止の
仮処分を申請し、結局前記テレビドラマには仮名を用いる旨の和解が成立したこと
（この点は当事者間に争いがない。）が認められるのであって、このような事実の
経過に照らすと、被控訴人が八月中に控訴人に対し本件著作の実名使用に対して承
諾を与えたとは考えられず、控訴人の前記供述はたやすく措信し難い。前記ｘの証
言及び乙第九号証の五の中には、被控訴人が八月二二日に実名使用を承諾した旨の
供述及び記載があるが、前記のような事実の経過に照らすと、仮に被控訴人の態度
に若干あいまいな点はあったとしても、被控訴人が本件著作又はＮＨＫのドラマに
おける実名使用を当時確定的に承諾したとは到底考えられないので、右供述及び記
載部分はにわかに措信することができず、他に右主張事実を認めるに足りる証拠は
ない。
　五　プライバシー侵害の不存在の抗弁について
　控訴人は、本件著作は被控訴人の無実を明らかにすることを目的とするものであ
り、右目的を達するためには実名の使用が不可欠であるから、右実名使用はプライ
バシーの侵害に当たらない旨主張する。
　前記のような本件著作の内容に照らせば、本件著作の主要な目的の一つは、被控
訴人が本件の傷害致死の公訴事実の致死の点について無実であること、被控訴人ら
に対する量刑が不当に重いことを明らかにすることであったと認められる。しか
し、本件著作が被控訴人のプライバシーの侵害として問題とされるのは、その点で
はなく、本件事件について被控訴人が被疑者及び被告人とされ、傷害罪について実
刑判決を受け、服役したという事実を公表したという点に存するのであるから、著
作の目的が右の点に存したということは、プライバシー侵害を否定する理由にはな
らない。なお、控訴人は、本件著作はｂに対する傷害の点についても正当防衛が成
立し、被控訴人は完全に無罪であることを論証したものであると主張するが、後記
のとおり右著作の内容は右主張のようなものでないのみならず、仮に著作の内容が
そのようなものであるとしても、それによってプライバシー侵害の事実が否定され
るものではないことは、前述したところから明らかである。
　六　公共の利益の法理による免責ないし公正な論評の抗弁について
　控訴人は、本件著作は公共の利害に関する事実を公益を図る目的で公表したもの
であり、現実的悪意を欠く公正な論評であるから、違法性がない旨主張する。
　一般的には社会的評価が及ばないとされるような性質の事実についても、当該事
実が公共の利害に関わり、これに対する社会一般の関心が正当なものと認められる
ような特別の事情がある場合に、公益を図る目的で当該事実を公表することは適法
であると解される。そして、事実の公表が著作によってされた場合には、目的の公
益性の有無は、当該著作全体の目的のみによって決せられるのではなく、当該事実
自体の公表が公益を図るために必要であったかどうかによるものというべきであ
る。
　本件で被控訴人が秘匿していた事実は、被控訴人が米兵に傷害を負わせたとの罪
により懲役三年の実刑判決を受け服役したことであり、右事実それ自体についてい
えば、事件発生から一二年余も経過し、刑の執行も終わった昭和五二年当時におい
ては既に正当な社会的関心の対象ではなくなっていることは前記のとおりであるか
ら、原則として公共の利害に関する事実であったとはいえない。しかし、右事実を
含めた当該著作の内容が他の点において公共の利害に関わり、かつ、公益を図る目
的に基づくものであって、その中で本件事件ないし本件裁判の記述に関して被控訴
人の実名を掲げることが右目的の達成に不可欠であるといえる場合には、被控訴人
の実名を公表したことも違法性を欠くものということができる。そこで、以下では
「ａ」の内容及び著作目的について検討し、更に、右内容が公共の利害に関わり、



右目的が公益に向けられたものであるとすれば、これを実現するために被控訴人の
実名を公表することが必要不可欠であったかどうかを検討することとする。なお、
ここで実名使用の必要性だけを問題とするのは、事情によっては、実名を使用しな
くても読者にとって被控訴人と登場人物との同一性を認識することが可能な場合も
ありうるが、本件事件は前記三２で認定したとおり沖縄でしか報道されなかったも
ので、それほど大きな社会的関心を呼んだ事件ではなかったと認められ、事件後本
件著作の刊行までに一二年余の年月が経過していることにも鑑みると、被控訴人の
実名を公表しない限り、本件事件及び本件裁判を題材として著作がされたとして
も、被控訴人の前科等が公表されたという効果をもたらさないことが明らかであ
り、被控訴人が問題としているのも実名使用の点だからである。
　前記二で認定した本件著作の内容、原審における控訴人本人尋問の結果及びこれ
によって成立の認められる乙第一一号証によれば、控訴人が「ａ」を執筆した主た
る目的は、第一に、陪審制度の長所、民主主義的な意義を訴えること、第二に、本
件裁判で被控訴人らに懲役三年の実刑判決が言い渡されたことから、本来の公訴事
実であるｂに対する傷害致死罪、ｃに対する傷害罪についてはいずれも無罪とされ
たにもかかわらず、当時の沖縄の人々は全面的に有罪とする判決があったかのよう
な誤った印象を持ったので、これを是正すること、第三に、アメリカ合衆国による
沖縄統治の実態、殊に沖縄人が種々の不当な制約を受けていたことを本件裁判のあ
り方等を通じて明らかにすることにあったこと、右著作の内容も右目的にほぼ即し
たものであることが認められる。右第二の目的に関して、控訴人は、「ａ」はｂに
対する傷害の点についても被控訴人の行為は正当防衛であり無実であることを明ら
かにしようとしたものである旨主張するが、前認定の本件著作の内容によれば、本
件事件においては、米兵側が挑発した点は認められるものの、これに応戦して被控
訴人らの側が終始攻勢に出ているのであり、正当防衛を窺わせるような事実関係は
記述されていないから、右主張は失当である。
　まず、右第一及び第三の各目的については、これらの目的それ自体は、公共の利
害に関する事項について公益の実現を図るものと評価することができるものであ
る。しかし、本件事件ないし本件裁判に関して被控訴人の実名を公表することがそ
のプライバシーを侵害するものである以上、たとい著作の目的そのものが公益を図
ることにあっても、右目的達成のために実名を公表することが必要でない場合にこ
れを公表することは許されないものと解されるから、右目的を遂げるために被控訴
人の実名を公表することが必要であったかどうかを以下に検討すると、陪審制度の
長所を知らせるためには被控訴人の名が仮名であっても何の差し支えもないはずで
あり、また、アメリカ合衆国統治下の沖縄人が不当な制約を受けていたこと、ある
いは本件裁判がそのような状況下で適正を欠くものであったことを訴えるために
も、被控訴人の実名を使用する必要があったとは認められない。控訴人は、実名使
用の必要性について、仮名を使用すると虚構が自由になり、真実性が失われるこ
と、本件著作は記録という性格をもつものであることなどを挙げるが、前者は著作
者たる控訴人が自らの良心と節度とによって解決することの可能な問題であり、後
者については、本件事件及び本件裁判自体はその当時公表されたものであり、か
つ、本件著作は歴史的事実の厳密な考究を目的としたものとはいい難い（周辺的事
情について創作を混えていること―その一部については控訴人自身前記「はじめ
に」の部分で認めているし、原審における被控訴人本人尋問の結果によれば、被控
訴人に関する記述の一部（本件著作二二五頁から二二九頁まで）も、事実に基づか
ないものであることが認められる―、証拠として採用された被告人らの供述調書に
ついて、その全体的な内容が明らかにされていないことは、その例証である。）の
であるから、被告人の氏名を仮名にしたからといって、記録性の保持の見地から重
大な支障が生ずるとは到底考えられず、少なくとも承諾が得られていたｄとｆとに
ついて実名を使用するだけで十分である。
　<要旨第二>次に、控訴人の前記執筆目的のうち第二のもの、すなわち、被控訴人
に懲役三年の実刑判決が言い渡された</要旨第二>ため、本来の公訴事実であるｂに
対する傷害致死罪、ｃに対する傷害罪については陪審の評決はいずれも無罪であっ
たのに、一般の人々には全面的に有罪であるかのような誤った印象を与えたので、
被控訴人らのためにもこれを是正しようとしたとの点については、一般に刑事事件
における罪責の有無についての正確な情報を社会に提供することは、公共の利害に
関する事項を対象として公益を図る目的をもってされる行為であるということがで
きる。もっとも、本件においては、前記三２で引用した原判決の判示の（八）、
（九）において認定されているとおり、事故当時の沖縄の新聞は、見出しはともか



く、その本文においては被控訴人らが有罪とされたのはｂに対する傷害の部分につ
いてだけであることをほぼ正確に報道しており、したがって、その限りではことさ
ら誤った印象を正す必要があったといえるかどうか疑いがあるが、被控訴人に対す
る量刑が比較的重かったことをも考慮すれば、少なくとも被控訴人らの罪責が右量
刑から一般に想像されるような重大なものではなかったことを明らかにする目的を
もって著作をすること自体に公共的な意味を見出すことができなくはない。そこ
で、右公益を図るにあたって被控訴人の実名を掲げることが不可欠であったかどう
かについて考えると、社会現象としての特定の犯罪につきその真相を明らかにする
という意味では必ずしも被控訴人の実名を公表することを必要とするものではな
く、特に被控訴人自身についてその（部分的な）無実を明らかにするという観点か
らのみその実名の使用が必要になる。特定人の刑事責任あるいは具体的な刑事司法
の適正が社会全体の関心事であるという意味では、これも公益と無関係ではない
が、この点の公益は、その性質上、被控訴人自身の名誉、私生活の平穏等の私的な
利益と密接不可分の関係に立ち、両者はその存立の基盤を共通にするものであると
ころ、本件のように犯行又は裁判後長年月が経過し、犯罪の内容が特に社会的影響
の大きいものでもないために、犯罪自体に対する社会の関心が既に低下している状
態のもとでは、右公益は、実名の公表が他面において被控訴人に不利益を及ぼす場
合に、右不利益をあえて受忍することを被控訴人に強いうるほどに顕著なものとは
いい難い。たとい実名の使用が被控訴人の無実ないしその罪責が実質的に軽小であ
ることを明らかにするためにされたものであっても、それは他面において、被控訴
人が有罪判決を受け服役したこと、被控訴人が少なくともｂを殴打したこと（それ
が正当防衛に当たらないことは前記のとおりである。）等の被控訴人として秘匿し
たい事実を明らかにすることにならざるを得ないのであるから、目的が被控訴人の
無実を明らかにするにあたることは、実名使用を適法ならしめる十分な理由とはな
りえない。
　以上によれば、公共の利害に関する事実につき公益を図るためにした行為である
ことを理由とする控訴人の抗弁は理由がない。なお、控訴人は、本件著作が現実的
悪意によらない公正な論評であることを免責の事由として主張するが、アメリカ法
において発展をみた、いわゆる公正な論評についての違法性阻却の法理は、公共的
な問題についての名誉侵害的な論評について一定の要件のもとに免責を認めるもの
であって、本件のようにそもそも社会的評価の対象外に置かれるべき事実を公表し
たことの違法性が問題となっている場合に適用されるものではないし、いわゆる現
実的悪意の問題は、名誉侵害にあたって摘示された事実が真実でない場合の免責要
件の問題であるから、本件ではこれを論ずる必要がない。その上、本件著作におい
て被控訴人の実名を公表することが公共的な問題としての本件事件又は本件裁判を
論評する上で不可欠のものとはいえないことは前記のとおりである以上、この点に
おいて既に右法理はその適用の前提を欠くものであり、これによって控訴人の実名
使用を正当化することはできない。
　七　違法性の認識又はその可能性の欠如の抗弁について
　違法に他人の権利・法益を侵害する行為であっても、行為者が当該行為の違法性
を認識せず、かつそれについて相当な理由がある場合には、右行為は有責性を欠
き、これについて不法行為責任を生じないものというべきである。そこで、本件著
作によるプライバシーの侵害につき右のような免責事由が存するかどうかを検討す
るに、控訴人は、本件につき右免責事由が存する根拠として、「１」本件著作が被
控訴人らの無実を明らかにすることを目的としていること、「２」被告人らのうち
二人が実名使用を快諾したこと、「３」控訴人が被控訴人の承諾を得るため手を尽
くしたが、被控訴人の所在が判明しなかったこと、「４」相被告人であるｆ及びｄ
が、被控訴人の実名使用に問題はないはずだと言明したこと、「５」控訴人の依頼
で本件著作のゲラを読んだ法律家や出版関係者らの中に実名使用に問題があると考
えた者がいなかったこと、「６」本件著作が、本件裁判の不正義を明らかにし被控
訴人らの名誉を回復したいという止むに止まれぬ心情から生まれたものであること
を挙げている。しかし、本件著作において被控訴人の実名を使用することが被控訴
人のプライバシーを不当に侵害するおそれのある行為であることは、その性質から
いって控訴人にとって格別判断の困難な事柄ではなく（前記の本件著作の「あとが
き」はこのことを裏書している。）、前記「１」ないし「６」のような事情が仮に
あったとしても、これらをもって、控訴人において右実名使用が違法性を帯びない
と信ずべき相当な理由に当たるものということはできない。したがって、この点の
抗弁も理由がない。



　八　被控訴人の損害
　ＮＨＫが昭和五三年九月上旬ころ放映の予定で、本件著作に基づくテレビドラマ
を制作しようとしたこと、その過程で被控訴人が本件著作の存在及びこれに被控訴
人の実名が使用されており、ＮＨＫも右実名を使用して放映しようとしていること
を知ったこと、被控訴人が、右放映及び今後の出版にあたって被控訴人の実名が使
用されないようにするため、東京法務局人権擁護部に相談してＮＨＫ、控訴人及び
新潮社に対し働き掛けてもらったこと、被控訴人が同月一三日にＮＨＫを相手どっ
て東京地方裁判所にテレビ放映の際の実名使用禁止の仮処分を申請したこと、翌一
四日、被控訴人とＮＨＫとは同裁判所の審尋期日において右テレビドラマでは被控
訴人の仮名を使用することを内容とする和解をしたことは、前記四に示したとおり
である。
　右事実に原審における被控訴人本人尋問の結果を併せると、被控訴人の前科は、
右問題の発生まで被控訴人の妻をはじめ勤務先や近隣の人々にも知られていなかっ
たものが、これによって知られるおそれが生じたこと、このため被控訴人は、勤務
先から解雇されるのではないかとの不安にさいなまれたり、妻に離婚されるのでは
ないかと思い悩んだりしたこと、しかし、ＮＨＫのｘらの助力もあって解雇される
ようなことはなく、妻も右事実を知って困惑はしたが理解してくれ、結局、被控訴
人に具体的な不利益は余り生じなかったことが認められる。以上に加えて、前認定
のとおり控訴人は被控訴人の利益になると判断して実名を使用したものであること
をも考慮すると、本件著作の出版による被控訴人の精神的苦痛に対する慰謝料の額
は五〇万円をもって相当というべきである。
　九　結論
　以上によれば、被控訴人の本訴請求を、金五〇万円とこれに対する不法行為のの
ちである昭和五三年八月二〇日から支払済みまで民事法定利率五分の割合による遅
延損害金の支払を求める限度で認容した原判決は相当である。よって、本件控訴を
棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条に従い、主文
のとおり判決する。
　（裁判長裁判官　丹野達　裁判官　加茂紀久男　裁判官　新城雅夫）


